
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファミリー・サポート・センターって？ 

子育てを応援してほしい方（依頼会員）と、応援したい方（提供会員）が会員となって、子育て

を地域で助け合う活動を進める会員組織（有償ボランティア）です。 

センター事務局が子育ての手助けが必要な人を結びつけるお手伝い（支援）をします。 

ファミリー・サポート・センターで行う 

主な活動内容は？ 

・保育所・認定こども園などの開始前や終了後の子どもの預かり 

・学童保育終了後の子どもの預かり 

・学校の放課後の子どもの預かり 

・冠婚葬祭やほかの子どもの学校行事の際の子どもの預かり 

・買い物等外出の際の子どもの預かり 

・保育所・認定こども園、小学校などと自宅などまでの送迎 

 

お子さんの対象及び預かる場所は？ 

・対 象 者  0 歳から小学校 6 年生までの子ども 

（必要と認めた場合には１８歳までの子ども） 

・預かる場所  提供会員の自宅、会員同士の話し合いにより依頼者の自宅、 

地域子育て支援拠点 おひさま広場 など安全が確保できる場所 など 

※基本的には会員１人につき子ども１人の預かりです。 

 

 

 

 

神石高原町ファミリー・サポート・センターでは、子育て家庭のお手

伝いをしてくださる「提供会員」を募集しています。 

「提供会員」になるためには、『広島県子育て支援員研修（ファミリー・

サポート・センター事業）』を受けることが必要です。 

この研修の受講に係る費用を補助しますので、子育てを応援したいと

思われる方、この機会に、ぜひ受講しませんか！！ 

ファミリー・サポート・センター事業は次のとおりです。 

 

神石高原町ファミリー・サポート・センター 

子育て家庭を応援する提供会員を募集します！ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動に対する報酬は？ 

・１時間単位の報酬を依頼会員から受け取ります。 
 

 

研修の受講を希望される方は，研修に申し込む前に，役場 子育て応援課にご連絡ください。     

 

 

 

問い合わせ先 

神石高原町子育て応援課 ☎ 89-3368 

ご連絡の締め切り 6月１５日（月）です。 

 

■月～金曜日   700 円/1 時間（利用者負担 300 円） 
■上記以外    800 円/1 時間（利用者負担 350 円） 

(一部を町が負担) 

研修申込から提供会員として活動いただくまでの流れ 

① 子育て応援課に受講希望の連絡をする 

② 広島県に研修受講申し込み 

③ 【受講が決定したら】子育て応援課に補助金交付申請 

④ 研修の受講 

⑤ 修了証書の受け取り（３月下旬に研修事務局から郵送） 

⑥ 子育て応援課に補助金の請求 

⑦ ファミリー・サポート・センターに会員登録し、「提供会員」として

依頼会員のお子さんのお預かりなどをお願いします。 

保険の加入 

【令和８年度 広島県子育て支援員研修募集要項・申込フォーム】 

URL：（https://poppins-education.jp/childcare_hiroshima/ 

対象となる研修 

 広島県子育て支援員研修（ファミリー・サポート・センター事業） 

補助限度額 

30,692 円（「研修修了証書」の発行を受けた方） 

 

 

 

 

 

提供会員になるための研修に係る費用を補助します。 

 

・ファミリー・サポート・センターが、活動中の子どもの事故に備え、補償保険に加入します。 

 


